
事 務 連 絡 

平成２９年１２月１日 

 

各都道府県教育委員会指導事務主管課 

各指定都市教育委員会指導事務主管課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 

附属学校（中等教育学校を含む）を置く 

各国立大学法人附属学校事務主管課 

附属学校（中等教育学校を含む）を置く 

各公立大学法人附属学校事務主管課 
 

 

文部科学省初等中等教育局教育課程課 
 

 

学力定着に課題を抱える学校の重点的・包括的支援に関する実践研究 

連絡協議会（小・中学校，高等学校）の開催について 

 
 

日頃より確かな学力の育成に向けた取組の推進に関し，御理解，御協力をいただき厚く

御礼申し上げます。 

文部科学省では，「主体的・対話的で深い学びの推進事業」において，「学力定着に課題

を抱える学校の重点的・包括的支援に関する実践研究（小・中学校，高等学校）」を実施し

ており，平成２８～２９年度の実践研究の成果を各都道府県・指定都市等において共有し

ていただくため，平成３０年２月２０日（火）に，別紙のとおり連絡協議会を開催します。 

ついては，連絡協議会の開催について，各都道府県教育委員会指導事務主管課におかれ

ては,域内の市町村教育委員会及び所管の学校に対し,各指定都市教育委員会指導事務主管

課におかれては，所管の学校に対し，各都道府県私立学校主管課におかれては，所轄の学

校法人に対し，附属学校（中等教育学校を含む）を置く各国立大学法人附属学校事務主管

課におかれては，その管下の学校に対し，附属学校（中等教育学校を含む）を置く各公立

大学法人附属学校事務主管課におかれては，その管下の学校に対し御周知いただき，出席

者について取りまとめの上，平成３０年１月１９日（金）までに御提出いただきますよう

お願いします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件担当】 
      文部科学省初等中等教育局教育課程課 

                       教育課程総括係 嶋田，長谷部，中原 
                       教育課程第三係 上遠野，加藤，漆畑 

                       ＴＥＬ：03-6734-2073,3706（直通） 
                       Ｅ-mail：kyoiku@mext.go.jp 

御中 

mailto:kyoiku@mext.go.jp


（別紙１） 
 

学力定着に課題を抱える学校の重点的・包括的支援に関する実践研究連絡協議会 

 

１．趣旨 

「主体的・対話的で深い学びの推進事業」における「学力定着に課題を抱える学校の重

点的・包括的支援に関する実践研究（小・中学校，高等学校）」は，都道府県教育委員会

及び指定都市教育委員会との連携・協力の下，つまずきやすい学習内容の確実な習得や

知識及び技能を活用する授業の展開に向けた工夫改善，学習意欲の伸長，学習習慣の定

着など確かな学力の育成に資する実践研究を推進し，その成果の普及を図ることにより，

全国的な学力水準の底上げを図るものである。 

本連絡協議会は，各都道府県・指定都市教育委員会，市町村教育委員会，学校等の取

組に関する実践発表や研究協議等を行うことにより，広く成果を普及し，今後の各地域

における確かな学力の育成に向けた取組の一層の推進を図るものである。 

 

２．主催 

文部科学省 

 

３．開催日及び会場 

日 時：平成３０年２月２０日（火）１０時００分から１６時００分まで 

場 所：合同庁舎第７号館東館，旧文部省庁舎 

スタンダード会議室虎ノ門ヒルズフロント店 

全   体   会 ： 第一講堂（合同庁舎第７号館東館３階） 

     小学校分科会 ： 第一講堂（合同庁舎第７号館東館３階） 

     中学校分科会 ： 第二講堂（旧文部省庁舎６階） 

     高等学校分科会 ： 中ホール（スタンダード会議室虎ノ門ヒルズフロント店３階） 

 

４．日程 

時 間 内 容 

９：３０～１０：００ 受付（第一講堂ホワイエ） 

１０：００～１０：１０ 開会挨拶 

１０：１０～１２：００ 

全体会 

【事例発表】 

・志摩市立神明小学校（三重県） 

・杵築市立宗近中学校（大分県） 

・愛知県立岩津高等学校 

【全体講評】 

１２：００～１３：００ 休憩 

１３：００～１６：００ 

※ 高等学校分科会は 

１３：３０～１６：００ 

学校種別分科会 

・小学校    第一講堂（合同庁舎第７号館東館） 

・中学校    第二講堂（旧文部省庁舎６階） 

・高等学校 中ホール（スタンダード会議室） 

１６：００ 閉会 



５．参加対象者 

Ａ 本事業を受託している推進地域・推進地区（教育委員会），協力校・推進校（学校）

の関係者 

Ｂ 一般参加者（Ａ以外の教育委員会，学校関係者） 

 

６．学校種別分科会における研究協議 

学校種別分科会においては，別紙２及び３に示した協議主題に基づいて研究協議を行

いますので，あらかじめ御承知おきください。 

 

７．助言者（予定） 

清原 洋一（主任視学官） 長尾 篤志（視学官）   大滝 一登（視学官） 

菊池 英慈（教科調査官） 杉本 直美（教科調査官） 笠井 健一（教科調査官） 

水谷 尚人（教科調査官） 下山田 芳子（教科調査官）小松 信哉（学力調査官） 

 

８．参加申込 

参加を希望する場合は，【別紙様式】（参加登録票）に必要事項を御記入の上，メール

にて，下記期限までに文部科学省初等中等教育局教育課程課（kyoiku@mext.go.jp）宛て

に御提出ください。 

 

提出締切  平成３０年１月１９日（金) 
 

※ 都道府県，指定都市教育委員会におかれましては，域内の参加希望者について集

約していただき，１つのファイルにまとめて御提出ください。 

（個別の課ごとでの提出は御遠慮ください。） 

 

※ 私立学校からの参加については都道府県私立学校担当部局ごと，国立大学法人附

属学校からの参加者については附属学校を置く国立大学法人ごと，公立大学法人

附属学校からの参加者については附属学校を置く公立大学法人ごとにそれぞれ取

りまとめの上，御提出願います。 

 

※ 参加希望がない場合は，別紙様式「参加登録票」の提出は不要です。 

 

※ 参加者多数に及ぶ場合は，一般参加者の参加を制限する場合があります。制限す

る場合は，２月２日（金）までに連絡することとし，連絡がない場合は，制限は

ありません。 

 

９．旅費 

参加者のうち「５.Ａ」に該当する参加者の旅費については，実践研究委託費から旅費

を支出することができます。（委託費を超える分については，国による旅費の負担はあり

ません。） 

参加者のうち「５.Ｂ」に該当する参加者の旅費については，国による旅費の負担はあ

りませんので御留意ください。 



（別紙２） 

小学校分科会，中学校分科会の進め方 

 

１ 内容 

小学校分科会及び中学校分科会では，教育委員会関係者と学校関係者ごとにグループ

を編成し，本事業を委託している推進地域，推進地区，協力校の関係者による取組の紹

介をもとに，二つの協議主題について研究協議を行う。 

 

２ 協議主題 

（１）学校関係者グループ 
 

協議主題① 

確かな学力の育成に向けた取組としては，どのようなものが考えられるか。 

（例えば，個に応じた指導など指導方法の工夫，教材開発，学校外部の人材の活用，

全国学力・学習状況調査の活用，家庭との連携などが考えられるが，どのように

取り組むと効果的か。） 

協議主題② 

確かな学力の育成に向けた取組を学校として組織的に進めるためには，どのよう

に取り組めばよいか。 

 

（２）教育委員会関係者グループ 
 

協議主題① 

確かな学力の育成に向けた取組としては，どのようなものが考えられるか。 

（例えば，個に応じた指導など指導方法の工夫，教材開発，学校外部の人材の活用，

全国学力・学習状況調査の活用，家庭との連携などが考えられるが，どのように

取り組むと効果的か。） 

協議主題② 

確かな学力の育成に向けた個別の学校の取組を域内の学校に広めるためには，ど

のように取り組めばよいか。 

 

３ 日程（予定） 

 

時 間 内 容 

１３：００～１５：００ グループ別研究協議 

１５：００～１５：１０ 休憩 

１５：１０～１５：３０ グループ別研究協議の報告 

１５：３０～１５：５５ 講評 

１５：５５～１６：００ 事務連絡，閉会 

 



（別紙３） 

高等学校分科会の進め方 

 

１ 内容 

  本事業を受託している推進地域，推進校の関係者が実践事例発表を行う。その後，グ

ループで協議主題について研究協議を行う。 

 

２ 発表の重点及び協議主題 

（１）実践発表 
 

 

【発表の重点】 

 ・確かな学力を育成するための学習指導について 

 ・授業改善の組織的な推進について 

 

（２）研究協議 
 

 

【協議主題】 

 ・確かな学力の育成に向けた取組としては，どのようなものが考えられるか。 

  （例えば，個に応じた指導など指導方法の工夫，教材開発，学校外部の人材の

活用，家庭との連携などが考えられるが，どのように取り組むと効果的か。） 

 

３ 日程（予定） 

 

時 間 内 容 

１３：３０～１４：１５ 実践発表，質疑，講評 

１４：１５～１５：００ グループ別研究協議 

１５：００～１５：１０ 休憩 

１５：１０～１５：３０ グループ別研究協議の報告 

１５：３０～１５：５５ 講評 

１５：５５～１６：００ 事務連絡，閉会 

 



（別紙４） 

 

学力定着に課題を抱える学校の重点的・包括的支援に関する実践研究連絡協議会 

会場への案内図 

 

○合同庁舎第７号館 東館（３階 第一講堂） 

 所在地：東京都千代田区霞が関３－２－２ 
 ＴＥＬ：０３－５２５３－４１１１（小・中学校…内線２０７３，高等学校…内線３７０６） 
 

＜最寄り駅から＞ 
・東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」

（6番・11番出口）からすぐ 

（11番出口から直結） 

・東京メトロ丸ノ内線・日比谷 

線・千代田線「霞ヶ関駅」 

(Ａ13番出口)から徒歩 5分 

 

※入館に当たって，身分証明書

（所属機関が発行したもので，

顔写真付きのもの）又は平成

29年12月1日付け事務連絡（開

催案内）の写しが必要になりま

すので，お持ちください。 

 

※入館時の混乱を避けるため，

庁舎への入口は右図のように

２Ｆ共用ロビーの講堂専用入

口を御利用ください。 

（専用入口が閉まっている場

合は，東館２階エントランスへ

回ってください。） 

 

○スタンダード会議室 虎ノ門ヒルズフロント店（３階 中ホール） 
 所在地：東京都港区虎ノ門１－２２ 

－１４ ミツヤ虎ノ門ビル 

 ＴＥＬ：０３－６２０６－１９８８ 

 
＜文部科学省から＞ 

・文部科学省（虎ノ門交差点）から桜田通 

り（国道 1号線）を南へ徒歩７分 

 

＜最寄り駅から＞ 

・東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」 

４番出口より徒歩６分 

・東京メトロ丸ノ内線／日比谷線／千代田 

線「霞ヶ関駅」(Ａ１３番出口)から 

徒歩１０分 


